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労働安全衛生と心身の健康の確保

労働災害の低減・削減に向けた取組み

東邦チタニウムグループは、行動基本方針で、 「 ．安全とコンプライアンスを最優先し、健全で公正な企業活動」を行うこととしています。多

様な人材の活躍の基礎づくりとして、社員一人ひとりが、現在及び将来にわたり心身ともに健康に働ける環境を整えることが大切だと考えて

います。

1 安全衛生管理体制

東邦チタニウムグループにおける安全衛生に関する業務は、環境

安全担当役員が統括しており、各工場においては総括安全衛生

管理者または工場長が統括しています。環境安全担当役員は、

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、環

境安全担当役員が指名した者などを指揮し、東邦チタニウムの安

全衛生管理を推進するとともに、会社構内に常駐する関係会社や

協力会社の安全衛生管理に関する業務を指揮、統括しています。

1 安全最優先の徹底

東邦チタニウムグループの行動基本方針では、安全とコンプライア

ンスを最優先すると宣言しています。安全な職場の実現は企業存

立の大前提であり、経営トップから従業員一人ひとりに至るまで、安

全・安心な職場づくりに取り組んでいます。

安全衛生基本方針の制定

無事故・無災害に向けて、 安全衛生基本方針を定めています。

安全衛生基本方針

私たちは、働く人の安全と健康が企業活動の基盤であり、安全は
すべてに優先するとの認識の下、東邦チタニウムグループのすべ
ての事業領域で、安全・安心かつ健康的に働ける快適で魅力ある
職場を全員参加で実現します。
１. コンプライアンス
安全衛生関連法令を遵守するとともに、必要な自主基準を設定して
厳格に管理・遵守します。

２．継続的改善
労働安全衛生マネジメントシステムを適切に運用し、継続的な改善
に努め、安全衛生目標を達成します。

３．人材育成
積極的な情報提供と教育を行い、自ら考え行動する人材の育成と安
全文化の醸成を図ります。

４．リスクの排除
全ての職場において、リスクアセスメントによる危険源や有害性要
因の抽出とそれらの低減・排除に取り組み、永続的な災害ゼロを目
指します。

5．健康増進
働く人の健康維持及び疾病予防に関わる施策の推進により、心と身
体の健康維持・増進を図ります。

6．コミュニケーション
働く人との協議（対話）を推進し、良好なコミュニケーションを図
り、快適な職場環境を確保します。
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◆労働安全衛生マネジメントの
国際規格「1S045001」日本産業規格「JISQ45100」認証
取得

当社は、本年3月、茅ヶ崎工場において中央労働災害防止協会
から、労働安全衛生マネジメントの規格である「JISQ45100」の認証
を取得しました（これにより、自動的に国際規格「1S045001」を取得）。

当社は、労働安全衛生の改善に積極的に取り組んでおり、働く
従業員が安全でより健康的に働ける環境を構築しています。今後
はこの取り組みをさらに推進し、他工場においても認証取得を目指
してまいります。
登録番号
初回認証日
有効期限
認証機関

JISHA-0-44、JISHA-44
2021年3月10日
2024年3月9日
中央労働災害防止協会
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◆長時間労働による健康障害防止

近年長時間労働に対する関心や注目が高まり、政府による長時

間労働削減に向けた取組みが行われています。このような背景から、

年次有給休暇取得促進や適切な労働時間管理の徹底などに取り

組んでいます。

主な実施教育

◆産業廃棄物の適正処理に関する社内講習会の実施

◆フルハーネス特別教育インストラクター要請講習会

◆リスクアセスメント教育実施

現場と一 緒になってリスクアセスメントを行う仕組みを、全社で展開

し、内容を強化しながら継続しています。

1 メンタルヘルス ・ ケアの取組み
リスクアセスメント教育風景

メンタルヘルスについては、早期発見と未然防止のため社員や職場

マネジメントに対して研修を実施しています。さらに心身の健康相談

窓口を設け、仕事上の悩みも含むさまざまな悩みや不安の相談に応

じています。その他、生活習慣の改善指導や、社内の各種媒体を

活用した情報発信や啓発活動などにも力を入れています。








